
国立大学法人高知大学年俸制適用職員給与規則 

                                                     平成26年９月24日 

規 則 第 2 8 号 

最終改正 令和６年12月13日規則第46号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人高知大学職員就業規則（以下「就業規則」という。）第

27 条の規定に基づき、年俸制の適用を受ける職員（以下「年俸制適用職員」という。）

の給与に関する事項を定める。 

（給与の種類） 

第２条 年俸制適用職員の給与は、本給、業績給及び諸手当とする。 

２ 諸手当は、本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域

異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、診療貢献手当、共同研

究業績手当、研究代表者等特別手当、クロスアポイントメント手当、超過勤務手当、休

日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び職務付加手当とする。 

（給与の計算期間） 

第３条 本給の計算期間は、10月１日から翌年９月 30日までの１年間とする。 

２ 業績給の計算期間は、各関係条項に定めるところによる。 

３ 諸手当の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。 

（給与の支給日） 

第４条 本給は、その 12分の１の額（以下「月額本給」という。）を、毎月 17日に支給す

る。ただし、17日が日曜日に当たるときは 15日（15日が就業規則第 40条に規定する休

日（以下「休日」という。）に当たるときは、18 日）、17 日が土曜日に当たるときは 16

日（16日が休日に当たるときは 15日）、17日が休日かつ月曜日に当たるときは 18日に

支給する。 

２ 業績給は、６月 30日及び 12月 10日（ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、

土曜日に当たるときは前日）に支給する。 

３ 第２条第２項に規定する諸手当は、国立大学法人高知大学職員給与規則（以下「給与

規則」という。）第６条、第 31条の２、第 31条の５及び第 31条の６に準じて支給する。 

第２章 給与 



（本給） 

第５条 本給は、学歴、業績、経歴等を勘案して決定する。 

２ 本給表は、別表第１のとおりとする。 

３ 新たに年俸制適用職員として採用する者の本給は、次の表の左欄に掲げる年俸制適用

職員の職名に応じて、右欄に掲げる職務の級とし、国立大学法人高知大学職員初任給、

昇格、昇給等の基準に関する細則（以下「昇給等基準細則」という。）第 11条及び第 13

条から第 17条までの規定を準用して得られる号俸に応じて、別表第２の年俸制適用職員

本給表の号数欄に定める号数を別表第１の号数欄に対応させ、本給欄に定める額とする。 

 

 

 

 

 

 

４ 給与規則の適用職員から年俸制適用職員に移行する者の本給は、移行時に給与規則に

より受けていた号俸に応じて、別表第２の年俸制適用職員本給表の号数欄に定める号数

を別表第１の号数欄に対応させ、本給欄に定める額とする。 

５ 就業規則第 73 条に規定する旧年俸制適用職員から同条に規定する新年俸制適用職員

に移行する者の本給は、移行時に受けていた号数及び額とする。 

６ 学長が特に必要と認める場合は、別表第１にかかわらず、本給の額を決定し、支給す

ることができる。 

７ 別表第１に定める額は、給与規則の改定状況のほか、国立大学法人高知大学（以下「本

学」という。）の財務状況等を勘案し、これを改定することがある。 

（本給の改定） 

第６条 本給の改定は、原則として５年に１度、その間に実施された５回分の教員評価の

結果に応じて、行うものとする。 

２ 前項の規定により本給を改定する場合は、次の表に定める基準に従い決定するものと

する。 

職名 職務の級 

助 教 ２級 

講 師 ３級 

准教授 ４級 

教 授 ５級 



 

 

 

 

 

 

３ 第１項の規定による本給の改定時期は、10月１日とする。 

（昇任に伴う本給の改定） 

第７条 年俸制適用職員を昇任させた場合の本給は、その者の職名に応じて、別表第１の

号数欄に定める額に改定するものとする。この場合において、その者の号数は、昇任し

た日の前日に受けていた号数に対応する別表第３の昇任に伴う本給改定後の号数欄に定

める号数とする。 

２ 前項の場合において、その者を直近上位の職より上位の職へ昇任させるときにおける

同項の規定の適用については、それぞれ直近上位の職への昇任が順次行われたものとし

て取り扱うものとする。 

３ 降任した年俸制適用職員を当該降任後最初に昇任させた場合におけるその者の号数は、

前２項の規定にかかわらず、学長の定める号数とする。 

（降任に伴う本給の改定） 

第８条 年俸制適用職員を就業規則第 10条の規定により降任させた場合の本給は、その者

が降任した日の前日に受けていた号数と同じ額の号数（同じ額の号数がないときは、直

近下位の額の号数）とする。 

２ 前項の場合において、その者を直近下位の職より下位の職へ降任させるときにおける

同項の規定の適用については、それぞれ直近下位の職への降任が順次行われたものとし

て取り扱うものとする。 

３ 前２項の規定により年俸制適用職員の号数を決定することが著しく不適当であると認

められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ学長の承認を得て、その者

の号数を決定することができる。 

（業績給） 

第９条 業績給は、12月１日及び６月１日を基準日として決定する次に掲げる額の合計額

を基礎額とし、第 10条に規定する支給率を乗じて得た額を第４条第２項に規定する日に

改定幅 対象者 

３号数 Ｓの評価が２回以上の者 

２号数 Ａ以上の評価が２回以上の者 

１号数 Ａ以上の評価が１回の者 

０号数 上記以外又はＣ以下の評価がある者 



支給する。 

 (1) 期末手当の４分の１相当額 

 (2) 勤勉手当相当額 

 (3) 年俸制導入促進費 

 (4) 導入促進加算分 

２ 前項第１号に規定する期末手当の４分の１相当額とは、給与規則第 39条から第 41条

まで及び第 45条（第４項を除く。）の規定を準用して算出した額に４分の１を乗じて得

た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。この

場合において、本給は、別表第４の年俸制適用職員本給表欄の職名及び号数に応じて、

教育職本給表（一）欄の職務の級及び号俸を給与規則別表第１－３に対応させ、同表の

本給月額欄に定める額（以下「教育職本給表（一）に定める額」という。）とし、期末手

当の支給割合は、給与規則第 39条第２項に規定する６月及び 12月に支給する割合の合

計に２分の１を乗じて得た割合とする。 

３ 第１項第２号に規定する勤勉手当相当額とは、給与規則第 42条及び第 45条（第４項

を除く。）の規定を準用して算出した額とする。この場合において、本給は、教育職本給

表（一）に定める額とし、勤勉手当の成績率は、国立大学法人高知大学期末手当及び勤

勉手当細則第 20条第３号に規定する６月及び 12月に支給する割合の合計に２分の１を

乗じて得た割合とする。 

４ 第１項第３号に規定する年俸制導入促進費とは、第１項に規定する基準日前６箇月以

内の期間における年俸制適用職員として在職した月数（その月数に１月未満の端数があ

るときは、その端数を切り上げた月数）に応じて国が定める基準に従い算出した額とす

る。ただし、年俸制適用職員が退職又は解雇された場合は、第１項に規定する基準日の

いずれか直近の日から当該退職又は解雇された日までの在職した月数に応じた額とする。 

５ 第１項第４号に規定する導入促進加算分とは、282,000円に 12分の１を乗じて得た額

に第１項に規定する基準日前６箇月以内の期間における年俸制適用職員として在職した

月数（その月数に１月未満の端数があるときは、その端数を切り上げた月数）を乗じて

得た額とする。ただし、年俸制適用職員が退職又は解雇された場合は、第１項に規定す

る基準日のいずれか直近の日から当該退職又は解雇された日までの在職した月数に応じ

た額とする。 

６ 退職又は解雇された年俸制適用職員の業績給については、その者が当該退職又は解雇



された日から起算して１月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に

対する業績給の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情が

ある場合は、この限りでない。 

７ 第１項に規定する額は、給与規則及び職員退職手当規則の改定状況のほか、本学の財

務状況等を勘案し、これを改定することがある。 

（業績給の支給率） 

第 10条 支給率は、当該年俸制適用職員の前年度の勤務に対する教員評価の結果に応じて、

次の表に定める基準に従い、当該年度の 12月１日及び翌年度の６月１日に適用する割合

を、決定するものとする。ただし、退職又は解雇された年俸制適用職員に業績給を支給

する場合の支給率は、直近の 12月１日又は６月１日の業績給に適用した割合とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、基準日において、次に掲げる者で教員の評価の結果が得ら

れない場合の支給率は、1.0とする。 

 (1) 新たに年俸制適用職員となった者 

 (2) 就業規則第 13条、第 49条及び第 55条から第 56条の３までの規定により休職、病

気休暇、育児休業、介護休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業を取得する者 

３ 第１項の表に定める支給率においては、前年度の教員評価の結果がＳ評価の者に限り、 

本人採択の間接経費の４分の１相当額を財源として、最大 2.0の支給率の範囲内で上乗

せすることができる。この場合において、上乗せすることができる額は、当該年俸制適

用職員が設定する。 

支給率 対象者 

最大 2.0    Ｓ評価の者 

1.5    
Ｓ評価の者 

（ただし、予算の範囲内） 

1.2    
Ｓ評価又はＡ評価の者 

（ただし、予算の範囲内） 

1.0    Ａ評価又はＢ評価の者 

0.8    Ｃ評価の者 

0.5    Ｄ評価の者 



   第３章 給与の特例 

（育児休業中の給与） 

第 11条 国立大学法人高知大学育児休業等に関する規則（この条において「育児休業規則」

という。）に規定する育児休業の適用を受けている年俸制適用職員（この条において「育

児休業年俸制適用職員」という。）には、その期間中の給与は支給しない。 

２ 第９条第２項において、給与規則第 39条第１項に規定するそれぞれの基準日に在職す

る育児休業年俸制適用職員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期間（別

に定めるこれに相当する期間を含む。）がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該

基準日に係る期末手当の４分の１相当額を業績給として支給する。 

３ 第９条第３項において、給与規則第 42条第１項に規定するそれぞれの基準日に在職す

る育児休業年俸制適用職員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期間が

ある場合には、第１項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当相当額を業績給

として支給する。 

４ 第９条第４項及び第５項において、第４条第２項に規定する支給日以前６月以内の期

間において勤務した期間がある場合には、第１項の規定にかかわらず、年俸制導入促進

費及び導入促進加算分の額を 12月で除して得た額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）に勤務した月数（その月数に１月未満の端数があるとき

は、その端数を切り上げた月数）を乗じて得た額を支給する。 

５ 年俸制適用職員が、育児休業規則第 19条第１項に規定する部分休業の適用を受けて勤

務しない場合には、給与規則第 47条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、

給与規則第 11条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

（介護休業中の給与） 

第 12条 国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則（この条において「介護休業規則」

という。）第４条に規定する介護休業の適用を受けている年俸制適用職員（この条におい

て「介護休業年俸制適用職員」という。）には、その期間中の給与は支給しない。 

２ 第９条第２項において、給与規則第 39条第１項に規定するそれぞれの基準日に在職す

る介護休業年俸制適用職員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期間（別

に定めるこれに相当する期間を含む。）がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該

基準日に係る期末手当の４分の１相当額を業績給として支給する。 

３ 第９条第３項において、給与規則第 42条第１項に規定するそれぞれの基準日に在職す



る介護休業年俸制適用職員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期間が

ある場合には、第１項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当相当額を業績給

として支給する。 

４ 第９条第４項及び第５項において、第４条第２項に規定する支給日以前６月以内の期

間において勤務した期間がある場合には、第１項の規定にかかわらず、年俸制導入促進

費及び導入促進加算分の額を 12月で除して得た額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）に勤務した月数（その月数に１月未満の端数があるとき

は、その端数を切り上げた月数）を乗じて得た額を支給する。 

５ 年俸制適用職員が、介護休業規則第 19条第１項に規定する部分休業の適用を受けて勤

務しない場合には、給与規則第 47条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、

給与規則第 11条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

第４章 補則 

（移行の制限） 

第 13条 この規則の適用を受ける職員は、給与規則の適用を受ける職員へ移行することが

できないものとする。ただし、本人の意志によりこの規則の適用を受ける職員へ移行し

た以外の者から、所属又は専任担当の変更に伴い、給与規則の適用を受ける職員への移

行の申し出があり、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

（給与規則の準用） 

第 14条 年俸制適用職員の給与は、前条までに定めるもののほか、給与規則第２条、第３

条、第７条から第 11 条まで、第 22 条、第 23 条、第 25 条から第 31 条の３まで、第 31

条の５、第 31条の６、第 33条から第 38条まで、第 44条、第 45条第１項から第７項ま

で、第 46条、第 47条、第 50条、第 51条及び第 53条の規定を準用する。この場合にお

いて、「職員」とあるのは「年俸制適用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる

同規則の規定中同表に掲げる中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。 

第９条第１項 昇給、降給等 本給改定等 

第９条第３項 

第 11条第１項 

第 31条の６第２項 

第 46条 

本給 月額本給 



第９条第４項 その本給は その月額本給は 

第 22条第２項 本給月額 教育職本給表（一）に定める額 

第 25条第１項 教育職本給表（一） 年俸制適用職員本給表 

第 31条の６第３項 本給の支給日又は賞

与の支給日 

月額本給の支給日又は業績給の支

給日 

２ 前項の規定により給与規則別表第２－２（第 22条関係）又は別表第３－２（第 23条

第２項関係）を準用するにあたっては、同表に定める教育職本給表（一）の額を準用す

ることとし、第５条第３項の表の左欄に掲げる年俸制適用職員の職名に応じて、右欄に

掲げる職務の級の額をそれぞれ適用するものとする。 

（令和２年４月１日以降に年俸制適用職員となる者等についての適用除外） 

第 14条の２ 第９条第１項第３号及び第４号並びに第４項及び第５項、第 11条第４項及

び第 12条第４項の規定は、就業規則第 73条に規定する新年俸制適用職員には適用しな

い。 

（雑則） 

第 15条 この規則に定めるもののほか、年俸制適用職員の給与に関して必要な事項は、そ

の都度、学長が定める。 

附 則 

この規則は、平成 26年 10月１日から施行する。 

附 則（平成 26年 12月 24日規則第 35号） 

この規則は、平成 27年１月１日から施行し、平成 26年 12月１日に在職する年俸制適用

職員に対し、平成 26年 10月１日から適用する。 

   附 則（平成 27年３月 11日規則第 110号） 

 この規則は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27年３月 25日規則第 115号） 

（施行日） 

第１条 この規則は、平成 27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける年俸制適用職員で、その

者の受ける月額本給が同日において受けていた月額本給に達しないこととなるものには、

平成 30年３月 31日までの間、月額本給のほか、その差額に相当する額を本給として支



給する。 

附 則（平成 28年２月 24日規則第 68号） 

この規則は、平成 28年２月 24日から施行し、平成 28年２月１日に在職する年俸制適用

職員に対し、平成 27年４月１日から適用する。 

附 則（平成 29年１月 20日規則第 50号） 

この規則は、平成 29年１月 20日から施行する。 

附 則（平成 29年１月 20日規則第 52号） 

この規則は、平成 29年１月 20日から施行し、平成 29年１月１日に在職する年俸制適用

職員に対し、平成 28年４月１日から適用する。 

附 則（平成 30年１月 18日規則第 37号） 

この規則は、平成 30年１月 18日から施行し、平成 30年１月１日に在職する年俸制適用

職員に対し、平成 29年４月１日から適用する。 

附 則（平成 30年６月 20日規則第 20号） 

この規則は、平成 30年６月 20日から施行し、平成 30年４月１日から適用する。 

附 則（平成 31年１月 16日規則第 56号） 

この規則は、平成 31年１月 16日から施行し、平成 31年１月１日に在職する年俸制適用

職員に対し、平成 30年４月１日から適用する。 

附 則（令和２年１月 27日規則第 47号） 

この規則は、令和２年２月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月 24日規則第 81号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月 19日規則第 62号） 

この規則は、令和３年３月 19日から施行し、令和２年 11月１日から適用する。 

附 則（令和４年９月 29日規則第 36号） 

この規則は、令和４年 10月１日から施行する。 

附 則（令和５年１月 31日規則第 73号） 

この規則は、令和５年１月 31日から施行し、令和５年１月 31日に在職する年俸制適用

職員に対し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年３月 24日規則第 116号） 

この規則は、令和５年３月 24日から施行する。 



附 則（令和６年１月 29日規則第 47号） 

この規則は、令和６年１月 29日から施行し、令和６年１月１日に在職する年俸制適用職

員に対し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則（令和６年９月 27日規則第 39号） 

この規則は、令和６年９月 27日から施行する。 

附 則（令和６年 12月 13日規則第 46号） 

この規則は、令和６年 12月 13日から施行し、令和６年 12月１日に在職する年俸制適用

職員に対し、令和６年４月１日から適用する。 

 



別表第１（第５条第２項関係） 

 年俸制適用職員本給表 

 職名 助教 講師 准教授 教授 

号数 本給 月額本給 本給 月額本給 本給 月額本給 本給 月額本給 

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

円 

3,684,000  

 

3,936,000  

 

4,260,000  

 

4,548,000  

 

4,764,000  

 

4,824,000  

 

4,884,000  

 

4,944,000  

 

5,004,000  

 

5,088,000  

 

5,148,000  

 

5,208,000  

 

5,268,000  

 

5,328,000  

 

5,400,000 

円 

307,000  

 

328,000  

 

355,000  

 

379,000  

 

397,000  

 

402,000  

 

407,000  

 

412,000  

 

417,000  

 

424,000  

 

429,000  

 

434,000  

 

439,000  

 

444,000  

 

450,000 

円 

4,488,000  

 

4,764,000  

 

4,992,000  

 

5,232,000  

 

5,412,000  

 

5,580,000  

 

5,736,000  

 

5,880,000  

 

5,964,000  

 

6,012,000  

 

6,060,000  

 

6,108,000  

 

6,132,000 

円 

374,000  

 

397,000  

 

416,000  

 

436,000  

 

451,000  

 

465,000  

 

478,000  

 

490,000  

 

497,000  

 

501,000  

 

505,000  

 

509,000  

 

511,000 

円 

5,076,000  

 

5,424,000  

 

5,652,000  

 

5,796,000  

 

5,952,000  

 

6,108,000  

 

6,228,000  

 

6,360,000  

 

6,480,000  

 

6,528,000  

 

6,576,000 

円 

423,000  

 

452,000  

 

471,000  

 

483,000  

 

496,000  

 

509,000  

 

519,000  

 

530,000  

 

540,000  

 

544,000  

 

548,000 

 

円 

6,036,000  

 

6,228,000  

 

6,444,000  

 

6,672,000  

 

6,912,000  

 

7,140,000  

 

7,344,000  

 

7,536,000  

 

7,656,000  

 

7,740,000  

 

7,812,000 

 

 

円 

503,000  

 

519,000  

 

537,000  

 

556,000  

 

576,000  

 

595,000  

 

612,000  

 

628,000  

 

638,000  

 

645,000  

 

651,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第５条第３項関係） 

 本給決定時号俸対応表 

号俸 
年俸制適用職員本給表の号数 

助教 講師 准教授 教授 

１ １ １ １ １ 

２ ２ ２ ２ ２ 

３ ２ ２ ２ ２ 

４ ２ ２ ２ ２ 

５ ２ ２ ２ ２ 

６ ２ ２ ２ ２ 

７ ２ ２ ２ ２ 

８ ２ ２ ２ ２ 

９ ２ ２ ２ ２ 

10 ２ ２ ２ ３ 

11 ２ ２ ２ ３ 

12 ３ ３ ３ ３ 

13 ３ ３ ３ ３ 

14 ３ ３ ３ ３ 

15 ３ ３ ３ ３ 

16 ３ ３ ３ ３ 

17 ３ ３ ３ ３ 

18 ３ ３ ３ ４ 

19 ３ ３ ３ ４ 

20 ３ ３ ３ ４ 

21 ３ ３ ３ ４ 

22 ４ ４ ４ ４ 

23 ４ ４ ４ ４ 

24 ４ ４ ４ ４ 

25 ４ ４ ４ ４ 

26 ４ ４ ４ ５ 

27 ４ ４ ４ ５ 

28 ４ ４ ４ ５ 

29 ４ ４ ４ ５ 

30 ４ ４ ４ ５ 

31 ４ ４ ４ ５ 

32 ５ ５ ５ ５ 

33 ５ ５ ５ ５ 

34 ５ ５ ５ ６ 

35 ５ ５ ５ ６ 

36 ５ ５ ５ ６ 

37 ５ ５ ５ ６ 

38 ５ ５ ５ ６ 

39 ５ ５ ５ ６ 

40 ５ ５ ５ ６ 

41 ５ ５ ５ ６ 



42 ６ ６ ６ ７ 

43 ６ ６ ６ ７ 

44 ６ ６ ６ ７ 

45 ６ ６ ６ ７ 

46 ６ ６ ６ ７ 

47 ６ ６ ６ ７ 

48 ６ ６ ６ ７ 

49 ６ ６ ６ ７ 

50 ６ ６ ６ ８ 

51 ６ ６ ６ ８ 

52 ７ ７ ７ ８ 

53 ７ ７ ７ ８ 

54 ７ ７ ７ ８ 

55 ７ ７ ７ ８ 

56 ７ ７ ７ ８ 

57 ７ ７ ７ ８ 

58 ７ ７ ７ ９ 

59 ７ ７ ７ ９ 

60 ７ ７ ７ ９ 

61 ７ ７ ７ ９ 

62 ８ ８ ８ ９ 

63 ８ ８ ８ ９ 

64 ８ ８ ８ ９ 

65 ８ ８ ８ ９ 

66 ８ ８ ８ 10 

67 ８ ８ ８ 10 

68 ８ ８ ８ 10 

69 ８ ８ ８ 10 

70 ８ ８ ８ 10 

71 ８ ８ ８ 10 

72 ９ ９ ９ 10 

73 ９ ９ ９ 10 

74 ９ ９ ９ 11 

75 ９ ９ ９ 11 

76 ９ ９ ９ 11 

77 ９ ９ ９ 11 

78 ９ ９ ９ 11 

79 ９ ９ ９ 11 

80 ９ ９ ９ 11 

81 ９ ９ ９ 11 

82 10 10 10  

83 10 10 10  

84 10 10 10  

85 10 10 10  

86 10 10 10  

87 10 10 10  



88 10 10 10  

89 10 10 10  

90 10 10 10  

91 10 10 10  

92 11 11 11  

93 11 11 11  

94 11 11 11  

95 11 11 11  

96 11 11 11  

97 11 11 11  

98 11 11 11  

99 11 11 11  

100 11 11 11  

101 11 11 11  

102 12 12   

103 12 12   

104 12 12   

105 12 12   

106 12 12   

107 12 12   

108 12 12   

109 12 12   

110 12 12   

111 12 12   

112 13 13   

113 13 13   

114 13 13   

115 13 13   

116 13 13   

117 13 13   

118 13    

119 13    

120 13    

121 13    

122 14    

123 14    

124 14    

125 14    

126 14    

127 14    

128 14    

129 14    

130 14    

131 14    

132 15    

133 15    



134 15    

135 15    

136 15    

137 15    

138 15    

139 15    

140 15    

141 15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３（第７条第１項関係） 

 昇任に伴う本給改定表 

昇任日の前日に受けていた号数 
昇任に伴う本給改定後の号数 

講師 准教授 教授 

１ １ １ １ 

２ １ １ １ 

３ １ ２ １ 

４ ２ ３ ２ 

５ ３ ４ ３ 

６ ４ ５ ４ 

７ ５ ６ ４ 

８ ５ ７ ５ 

９ ６ ７ ５ 

10 ６ ８ ６ 

11 ６ ８ ６ 

12 ７ ８  

13 ７ ８  

14 ７   

15 ７   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第４（第９条第２項関係） 

 教育職本給表（一）への対応表 

年俸制適用職員本給表 教育職本給表（一） 

職名 号数 職務の級 号俸 

助教 

１ 

２級 

１ 

２ 11 

３ 21 

４ 31 

５ 41 

６ 51 

７ 61 

８ 71 

９ 81 

10 91 

11 101 

12 111 

13 121 

14 131 

15 141 

講師 

１ 

３級 

１ 

２ 11 

３ 21 

４ 31 

５ 41 

６ 51 

７ 61 

８ 71 

９ 81 

10 91 

11 101 

12 111 

13 117 

准教授 

１ 

４級 

１ 

２ 11 

３ 21 

４ 31 

５ 41 

６ 51 

７ 61 

８ 71 

９ 81 

10 91 

11 101 

教授 

１ 

５級 

１ 

２ ９ 

３ 17 

４ 25 

５ 33 

６ 41 

７ 49 

８ 57 

９ 65 

10 73 

11 81 


